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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車輛用内燃機関の過給装置にして、吸気を加圧するコンプレッサと、前記コンプレッサ
をバイパスして流れる吸気の量を制御するバイパス制御弁とを有し、内燃機関を加速する
過渡時に前記バイパス制御弁の開度を次第に減小させる作動モードを有し、前記のバイパ
ス制御弁開度を次第に減小させる作動モードは前記バイパス制御弁の開度を相対的にみて
比較的大きい開度から始まって比較的急速に減小させるモードと比較的小さい開度から始
まって比較的緩やかに減小させるモードの少なくとも２種類の間で選択できるようになっ
ていると共に、内燃機関を加速する過渡時に前記バイパス制御弁の開度を次第に増大させ
る作動モードも選択できるようになっており、前記のバイパス制御弁開度を比較的小さい
開度から始まって比較的緩やかに減小させる作動モードが選択されているときにも、アク
セルペダルの踏込み速度が所定値以上であるときには、前記バイパス制御弁の開度を次第
に増大させる作動モードを採用するようになっていることを特徴とする過給装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車輛用内燃機関の過給装置にして、前段側過給手段と、後段側過給手
段と、前記前段側過給手段を出た吸気を冷却する前段側インタークーラと、前記後段側過
給手段を出た吸気を冷却する後段側インタークーラとを有し、前記後段側インタークーラ
の冷却効率が前記前段側インタークーラの冷却効率より高くされていることを特徴とする
過給装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の過給装置に係り、特に吸気を加圧するコンプレッサとそれをバイ
パスする吸気量を制御するバイパス制御弁とを備えた過給装置に係る。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関の吸気を加圧するコンプレッサとそれをバイパスする吸気量を制御するバイパ
ス制御弁とを備え、コンプレッサによる吸気加圧の度合をバイパス制御弁の開度制御によ
り制御する過給装置は、例えば下記の特許文献１に記載されている。この特許文献１に記
載の過給装置は、内燃機関を加速するとき、当初はバイパス制御弁を閉じて過給度を高め
ておくことにより、機関の加速度を高め、機関回転数が上昇してくるにつれてバイパス制
御弁を開き、過給度を弛めて機関の加速を緩やかに終了させると共に、バイパス制御弁が
開かれたことを検出してコンプレッサの駆動を停止させるものである。
【特許文献１】特開平１-１７７４１３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、車輌の内燃機関に求められる加速の態様は一通りではなく、必ずしもアクセル
ペダルの踏み込みに対し得られる加速度が当初からできるだけ高ければよいというもので
はない。加速の当初に加速度が高いとアクセルペダルの踏込みに繊細さを要し、ややもす
るとアクセルペダルの踏込み時に加速衝撃を生じやすい。これに対し、アクセルペダルの
踏込みに対し当初は加速度は低いが、加速が進行するにつれて加速度が加速度的に増大し
ていく加速態様は、加速に滑らかさと力強さの両方を賦与する。
【０００４】
　本発明は、車輌用内燃機関の加速特性に求められる上記の事情に鑑み、先ず車輌用内燃
機関の加速特性に滑らかさと力強さの両方を賦与することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題を解決するものとして、本発明は、車輌用内燃機関の過給装置にして、吸気
を加圧するコンプレッサと、前記コンプレッサをバイパスして流れる吸気の量を制御する
バイパス制御弁とを有し、内燃機関を加速する過渡時に前記バイパス制御弁の開度を次第
に減小させる作動モードを有することを特徴とする過給装置を提案するものである。
【０００６】
　前記のバイパス制御弁開度を次第に減小させる作動モードは前記バイパス制御弁の開度
を相対的にみて比較的大きい開度から始まって比較的急速に減小させるモードと比較的小
さい開度から始まって比較的緩やかに減小させるモードの少なくとも２種類の間で選択で
きるようになっていてよい。
【０００７】
　しかしまた、上記の過給装置は、内燃機関を加速する過渡時に前記バイパス制御弁の開
度を次第に増大させる作動モードも選択できるようになっていてよい。
【０００８】
　更にまた、上記の過給装置は、前記のバイパス制御弁開度を次第に減小させる作動モー
ドが前記バイパス制御弁の開度を相対的にみて比較的大きい開度から始まって比較的急速
に減小させるモードと比較的小さい開度から始まって比較的緩やかに減小させるモードの
少なくとも２種類の間で選択できるようになっていると共に、内燃機関を加速する過渡時
に前記バイパス制御弁の開度を次第に増大させる作動モードも選択できるようになってお
り、前記のバイパス制御弁開度を比較的小さい開度から始まって比較的緩やかに減小させ
る作動モードが選択されているときにも、アクセルペダルの踏込み速度が所定値以上であ
るときには、前記バイパス制御弁の開度を次第に増大させる作動モードを採用するように
なっていてもよい。
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【発明の効果】
【０００９】
　上記の如く、車輌用内燃機関の過給装置が、吸気を加圧するコンプレッサと、前記コン
プレッサをバイパスして流れる吸気の量を制御するバイパス制御弁とを有し、内燃機関を
加速する過渡時に前記バイパス制御弁の開度を次第に減小させる作動モードを有していれ
ば、内燃機関を加速する過渡時の初期にはバイパス制御弁を大きく開き、コンプレッサが
作動されても吸気のより多くがコンプレッサをバイパスして流れることにより吸気に与え
られる過給度を低くし、これによって加速当初の加速度は低く抑え、加速が進行するにつ
れてバイパス制御弁の開度を減小させて吸気のより多くをコンプレッサにて加圧させるこ
とにより、吸気の過給度を加速度的に増大させ、機関の加速を加速度的に増大させること
ができ、機関の加速特性を滑らかさと力強さの両方を有するものとすることができる。
【００１０】
　前記のバイパス制御弁開度を次第に減小させる作動モードが、バイパス制御弁の開度を
相対的にみて比較的大きい開度から始まって比較的急速に減小させるモードと比較的小さ
い開度から始まって比較的緩やかに減小させるモードの少なくとも２種類の間で選択でき
るようになっていれば、機関加速の初期に於ける加速度の大きさとその後の加速度増大の
加速度合の対照を、少なくとも２種類の異なる態様の間で任意に選択することができる。
【００１１】
　その上で、内燃機関を加速する過渡時に前記バイパス制御弁の開度を次第に増大させる
作動モードも選択できるようになっていれば、加速の初期は加速度を高め、加速の進行と
共に加速度を低減していく加速も得られる。
【００１２】
　更に、前記のバイパス制御弁開度を次第に減小させる作動モードがバイパス制御弁の開
度を相対的にみて比較的大きい開度から始まって比較的急速に減小させるモードと比較的
小さい開度から始まって比較的緩やかに減小させるモードの少なくとも２種類の間で選択
できるようになっていると共に、内燃機関を加速する過渡時にバイパス制御弁の開度を次
第に増大させる作動モードも選択できるようになっており、バイパス制御弁開度を比較的
小さい開度から始まって比較的緩やかに減小させる作動モードが選択されているときにも
、アクセルペダルの踏込み速度が所定値以上であるときには、バイパス制御弁の開度を次
第に増大させる作動モードを採用するようになっていれば、運転者が、当初の加速度は程
々で加速の進行に伴って加速度が程々に増大していく加速モードを予め選択しているとき
にも、随時当初からの強い加速を望み、アクセルペダルを急速に踏み込んだときには、加
速モードを、当初の加速度が大きく、次第に加速度が減小していく態様に、臨時に自動的
に切り換えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　添付の図１は、本発明による過給装置を備えた車輌用内燃機関を一つの実施の形態に於
いて示す概略図である。図に於いて、１０が内燃機関であり、図示の例では、図にて解図
的に示されている如く、４つに枝分かれした吸気マニホールド１２と、４つに枝分かれし
た排気マニホールド１４とを備えた４気筒内燃機関である。排気マニホールド１４より排
気管１６を経て排出される排気ガスは、排気タービン１８に導かれ、これを駆動した後、
排気管２０より触媒コンバータ２２を経て排出される。
【００１４】
　排気タービン１８は、軸２４を経てこれに連結されたコンプレッサ２６を駆動するよう
になっており、これにてターボ過給装置２８を構成している。コンプレッサ２６はエアク
リーナ３０より導管３２を経て吸入した空気を加圧し、加圧され昇温した吸気は導管３４
を経てインタークーラ３６に通され、ここで一旦冷却される。これより吸気は更に導管３
８および４０を経てコンプレッサ４２へ導入され、更に加圧されるようになっている。但
し、導管３８には、途中にバイパス制御弁４４を備え、コンプレッサ４０をバイパスして
吸気を導くことのできるバイパス導管４６が接続されており、バイパス制御弁４４の開度
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の如何によって、吸気に対しコンプレッサ４２により付加される過給度が変更されるよう
になっている。コンプレッサ４２は、図示の例では電動機４８により駆動される電動式の
ものであるが、これは内燃機関１０により駆動されるものであってもよい。
【００１５】
　コンプレッサ４２を通った吸気或いはバイパス制御弁４４を通った吸気はその後更にイ
ンタークーラ５０に通され、途中にスロットル弁５２が設けられた導管５４を経て吸気マ
ニホールド１２へ導かれる。スロットル弁５２の開度はスロットル開度センサ５６により
検出されるようになっており、また導管５４のスロットル弁５２より下流側には吸気圧セ
ンサ５８が設けられている。
【００１６】
　６０はマイクロコンピュータを備えた電気式制御装置（ＥＣＵ）である。かかる電気式
制御装置は、種々のセンサからの検出信号や制御指令手段からの指令入力を受け、そこに
組み込まれた制御プログラムに基づいて制御演算を行い、内燃機関１０を含む車輌各部の
作動を制御するものであるが、本発明に関する限りでは、上記のスロットル開度センサ５
６より検出される機関に対する加速指令と吸気圧センサ５８により検出される吸気圧の値
の他に、機関回転数センサ６２により検出される機関回転数に関する情報と、加速モード
選択スイッチ６４にて設定された加速モード選択指令信号を得て、バイパス制御弁４４を
如何に作動させるかの制御演算を行ってバイパス制御弁４４の開度を制御し、また必要に
応じてコンプレッサ４２を駆動する電動機４８への通電を制御する。
【００１７】
　加速モード選択スイッチ６４は、図示の例では、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４種類の加速モード
のいずれかを選択して設定することができるようになっている。図２はこれら加速モード
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄによる加速過渡時の過給圧の変化およびそれを達成するためのバイパス制
御弁４４の開度の変化を機関回転数に対して示すマップである。
【００１８】
　このうち加速モードＤは、コンプレッサ４２を作動させず、吸気の過給はターボ過給機
２８のみにより行う場合の加速モードである。この場合、バイパス制御弁開度は、機関回
転数にかかわらず全開とされ、コンプレッサ４２は停止されたままでよい。この加速モー
ドでの加速過渡時の過給圧は、図中実線Ｄにて示されている如く比較的緩やかに上昇する
ものとされる。
【００１９】
　加速モードＡおよびＢは、内燃機関を加速する過渡時にバイパス制御弁４４の開度を次
第に減小させる作動モードであり、相対的にみて、加速モードＡはバイパス制御弁の開度
を比較的大きい開度から始まって比較的急速に減小させるモードであり、加速モードＢは
バイパス制御弁の開度を比較的小さい開度から始まって比較的緩やかに減小させるモード
である。内燃機関を加速させる過渡時に、アクセルペダルの同じ踏込み量に対し、バイパ
ス制御弁４４の開度が機関回転数に対応して図の長破線Ａまたは中破線Ｂにて示されてい
る如く制御されることにより、過給圧は機関回転数の増大に対応して長破線Ａまたは中破
線Ｂにて示されている如く変化し、機関加速時に於ける機関回転の加速は、当初は比較的
緩やかで、機関回転数の上昇につれて加速が加速度的に増大するものとなり、加速時に於
ける機関の加速特性を滑らかさと力強さの両方を有するものとし、特に加速モードＡに於
いてそれが顕著なものとなる。
【００２０】
　加速モードＣは、内燃機関を加速する過渡時にバイパス制御弁４４の開度を次第に増大
させる作動モードであり、バイパス制御弁４４の開度が機関回転数に対応して図の点破線
Ｃにて示されている如く制御されることにより、過給圧は機関回転数の変化に対応して点
破線Ｃにて示されている如く変化し、内燃機関を加速するとき、当初は過給度が高くされ
ていることにより、機関の加速度は大きく、機関回転数が上昇していくにつれてバイパス
制御弁が開かれ、過給度が弛められることにより機関の加速は緩やかに終了する。
【００２１】
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　図３は、加速モード選択スイッチ６４により加速モードＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄが選択されるこ
とに加えて、加速モードＢが選択されている場合にも、アクセルペダルの踏込み速度が大
きいときには、加速モードＢに代えて加速モードＣを実行するように過給装置の作動を自
動的に変更する例を示すフローチャートである。
【００２２】
　車輌の運転開始に伴って電子式制御装置６０が作動を開始すると、その制御作動の一環
として制御はステップ１へ進み、加速モード選択スイッチ６４にてスイッチＡが入れられ
ているか否かが判断される。答がイエス（Ｙ）であれば、制御はステップ２へ進み、バイ
パス制御弁４４の開度制御のために図２に於ける長破線のマップＡが選択される。
【００２３】
　ステップ１の答がノー（Ｎ）であれば、制御はステップ３へ進み、加速モード選択スイ
ッチ６４にてスイッチＢが入れられているか否かが判断される。この場合、答がイエスで
あれば、更に制御はステップ４へ進み、アクセルペダルの踏込み速度に対応するスロット
ル弁５２の開度 の変化速度ｄ ／ｄｔが或る所定値αより大きいか否かが判断され、この
答がノーであれば、制御はステップ５へ進み、バイパス制御弁４４の開度制御のために図
２に於ける中破線のマップＢが選択されが、ステップ４の答がイエスであれば、制御はス
テップ７へ進み、バイパス制御弁４４の開度制御のために図２に於ける点破線のマップＣ
が選択される。
【００２４】
　ステップ３の答がノーのときには、制御はステップ６へ進み、加速モード選択スイッチ
６４にてスイッチＣが入れられているか否かが判断される。答がイエスであれば、制御は
ステップ７へ進み、バイパス制御弁４４の開度制御のために図２に於ける点破線のマップ
Ｃが選択される。
【００２５】
　ステップ６の答がノーのとき、即ち、スイッチＤが入れられた状態になっているときに
は、制御はステップ８へ進み、バイパス制御弁４４を全開とする図２に於ける実線のマッ
プＤが選択される。
【００２６】
　こうして加速モード選択スイッチ６４による加速モードの設定に応じてマップＡ～Ｄの
いずれかが選択され、それに基づいてステップ９にてバイパス制御弁４４の開度制御が行
われる。
【００２７】
　尚、図１に示すように吸気がターボ過給機２８およびコンプレッサ４２により２段階に
加圧され、それぞれ加圧後の吸気がインタークーラ３６および５０により冷却されるよう
になっている場合、後段側のインタークーラ５０に於ける吸気温度と外気温度の差の方が
前段側のインタークーラ３６に於ける吸気温度と外気温度の差より大きくなるので、後段
側のインタークーラの方が前段側のインタークーラより冷却効率は高くなり、従って吸気
ポート入口での温度にのみついて見れば、前段側インタークーラ３６より後段側のインタ
ークーラ５０の容量を大きくする方が有利であり、或は前段側インタークーラ３６は省略
されてもよいが、前段側インタークーラ３６の容量が小さくされ或はそれが省略されると
、コンプレッサ４２の作動効率が低下してくる。これらを勘案し、概して後段側インター
クーラの冷却効率を前段側インタークーラの冷却効率より高くしておくのが有利である。
【００２８】
　以上に於いては本発明を一つの基本的実施の形態とその変更例について詳細に説明した
が、かかる実施の形態について本発明の範囲内にて更に種々の変更が可能であることは当
業者にとって明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明による過給装置を備えた車輌用内燃機関を一つの実施の形態に於いて示す
概略図。
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【図２】加速モードＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄによる加速過渡時の過給圧およびそれを達成するため
のバイパス制御弁の目標開度を機関回転数に対して示すマップ。
【図３】加速モード選択スイッチにより加速モードＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを選択するが、アクセ
ルペダルの踏込み速度が大きいとき加速モードの一部を自動的に変更する例を示すフロー
チャート。
【符号の説明】
【００３０】
　１０…内燃機関、１２…吸気マニホールド、１４…排気マニホールド、１６…排気管、
１８…排気タービン、２０…排気管、２２…触媒コンバータ、２４…軸、２６…コンプレ
ッサ、２８…ターボ過給装置、３０…エアクリーナ、３２，３４…導管、３６…インター
クーラ、３８，４０…導管、４２…コンプレッサ、４４…バイパス制御弁、４６…バイパ
ス導管、４８…電動機、５０…インタークーラ、５２…スロットル弁、５４…導管、５６
…スロットル開度センサ、５８…吸気圧センサ、６０…電気式制御装置（ＥＣＵ）、６２
…機関回転数センサ、６４…加速モード選択スイッチ

【図１】 【図２】
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